
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回 

外国法事務弁護士制度に係る検討会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１ 日 時  平成２８年４月５日（火）  自 午前 １０時０５分 

                       至 午後 １２時１０分 

 

 第２ 場 所  弁護士会館１７階１７０２会議室 

 

 第３ 議 題  １．開会 

         ２．事務局説明 

         ３．質疑応答 

         ４．混合法人制度についての意見聴取 

         ５．質疑応答 

         ６．意見交換 

         ７．閉会 

 

 第４ 議 事（次のとおり）
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議     事 

 

○松本官房付 それでは，定刻を回りましたので，ただいまから第１０回外国法事務弁護

士制度に係る検討会を開会させていただきます。 

 本日は，御多忙の中，皆様御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

 冒頭，まず委員の交代がございますので御報告申し上げます。出井直樹委員の御後任

として，柳志郎様に新たに委員に御就任いただくこととなりました。 

 柳様，御挨拶とともに，簡単に自己紹介をお願い申し上げます。 

○柳委員 出井委員の交代として就任しました，弁護士の柳志郎と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。所属は第二東京弁護士会です。私も２０１０年から２０１１年

のときの外国弁護士制度研究会でしたか，そこの幹事として出井委員と一緒に務めさせ

ていただいた経緯がございます。それからかなり時間も経っておりますし，この会議も

第１０回に至ろうとしている途中での参加でございますので，皆さんからいろいろ教え

ていただくことが多いと思いますけれども，どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本官房付 柳委員におかれましては，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして，４月の人事異動に伴いまして事務局にも交代がございますので，ここで

御紹介させていただきます。 

 まず，日本弁護士連合会でございますが，蔵元様の御後任の田中佐知子国際室嘱託弁

護士でございます。 

○田中弁護士 田中と申します。よろしくお願い申し上げます。 

○松本官房付 続きまして，今度は法務省でございますが，司法法制部部付の遠藤の後任

の伊賀和幸でございます。 

○事務局（伊賀部付） 部付の伊賀と申します。よろしくお願いいたします。 

○松本官房付 それでは，ここから松下座長に議事進行をお願い申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○松下座長 おはようございます。 

 それでは，本日の議事に入りたいと思います。初めに，事務局から本日の配付資料に

ついて御説明をお願いします。 

○松本官房付 本日の資料としまして，議事次第に記載している資料を配付しております。

資料１から３でございますので，御確認をお願い申し上げます。 

 また，これらとは別に，議論の助けとするため前回検討会の資料のうち「取りまとめ

骨子（案）」を机上に参考配付しておりますので，併せて御確認をお願い申し上げます。 

○松下座長 それでは，続きまして，本日の議事進行ですが，本日はまず事務局から，前

回第９回の検討会以降にあったＢ法人制度を巡る動きについて御報告してもらいます。

その後で，事務局からの報告に対して，委員の皆様からの質疑応答の時間を設けたいと

思います。 

 その次に，本日は日本経済団体連合会及び日本知的財産協会の方々に御出席をいただ

いております。経済界及び企業のお立場からＢ法人制度についての御意見を御披露いた

だくとともに，その後，引き続きまして委員の皆様からの質疑にも応じていただく予定

でございます。御出席者は，後ほどプレゼンテーションの前に御紹介したいと思います。
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本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 ヒアリング終了後に，論点ごとに，委員の皆様に取りまとめに向けた意見交換を行っ

ていただきたいと思います。 

 では，早速ですが，まず法務省からＢ法人制度を巡る第９回検討会以降の動きについ

て，御説明をお願いします。 

○松本官房付 それでは，事務局の法務省から御説明させていただきます。前回，第９回

の検討会は去る２月２日に行われましたが，それ以降に起きた出来事について，２点ほ

ど御紹介させていただきます。 

 資料としましては，説明資料の資料１，要望書，これは日本弁理士会から出されたも

のでございます。それと資料２，混合法人に関する企業内弁理士の立場からの意見書，

この２つがそれに関係するものでございます。順に御説明してまいります。 

 まず，去る２月１０日付けで，日本弁理士会伊丹会長名で，当省の大臣官房司法法制

部部長萩本宛てに要望書が提出されました。前回の検討会において，事務局から，１月

１４日に自民党本部において，自民党の弁理士制度推進議員連盟の総会が開かれ，その

場で日本弁理士会から弁理士会の要望が出されたということを御報告させていただきま

した。その際に出された要望書の内容としまして，改めてのリマインドでございますが，

３点ほど懸念が示されたということを御報告申し上げました。その３点の懸念と申しま

すのは，１点目が，我が国の先端技術情報が流出してしまうという懸念がある，２点目

は，我が国の国益を損ねる問題がある，３点目は，知見のない外国法事務弁護士が関与

する懸念がある，こういった懸念が呈されたということについて御報告をさせていただ

いたところです。 

 その後，先ほどの要望の内容は議連宛てに出されたものでございますけれども，それ

とは別に２月１０日付けで司法法制部長宛てに要望書が別途出されました。それが資料

１の要望書でございます。 

 内容を簡単に御説明いたしますと，要望書となっておりまして，混合法人の成立を認

めないことについて要望すると記載してありまして，やはり大きく３点の内容がござい

ますが，先ほど御紹介しました議連総会宛てに呈された懸念とは少し内容が変わってき

ております。 

１点目は，不当関与に関する懸念とありまして，Ｂ法人制度が認められると，Ｂ法人

内部の意思決定，行為を外部から監視することは困難であり，外国法事務弁護士の不当

関与という懸念が払拭されていないということが指摘されています。 

 ２点目としては，意図せぬ技術情報流出についての懸念があるという記載があります。

内容としましては，日本の弁理士は特許出願手続に際して，依頼者である企業や研究機

関等の技術情報や秘密情報に接するが，情報のコンタミネーションを避けるために細心

の注意を払っているところである。他方，外国法事務弁護士は，外国法弁護士による法

律事務の取扱に関する特別措置法（外弁法）や本国の弁護士法などによって守秘義務を

負っていることは承知しているが，本国に帰国した後においては，意図せぬ情報のコン

タミネーションに関して十分な注意がどの程度されているのか不明である，という指摘

がなされております。 

 ３点目として，現行の外国法共同事業との関係とありまして，Ｂ法人になると外部か
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ら意思決定が見え難くなるという点と，Ｂ法人の導入と職務経験要件の緩和により，海

外の大手法律事務所による職務経験の浅い外国法事務弁護士の日本への大量参入が容易

になり，先ほどの２つの懸念がこれまでとは桁違いに増加すると予想されるという指摘

がなされております。 

 こういった要望書が２月１０日付，当省の司法法制部長本宛てに提出されましたこと

を御報告申し上げます。 

 もう一点でございますが，これも弁理士の立場からの意見が出されたところでござい

ますが，資料２の意見書を御覧ください。 

去る２月１６日付で企業内弁理士の会から，これも当省の司法法制部宛てに対して意

見書が出されました。内容としましては，Ｂ法人については，我々日本の産業の国際化

に役立つものとして認めることに賛成するという内容となっております。このように弁

理士の方々でもいろいろな考え方があるということがわかってまいりましたので，これ

についてもこの検討会で御報告させていただく次第です。 

 この意見書の内容としましては，Ｂ法人は日本法，外国法を含めた包括的・総合的な

グローバル法律サービス（いわゆるワンストップサービス）の提供を可能にするもので，

企業の国際化のため役立つと考えられる。この支店設立を認めることがメリットになる

という指摘がなされております。 

 他方で，外国への秘密情報漏えいリスクや，日本の出願事務に不当に関与するリスク

があるという点については，法令違反となるので例外的なものであり，刑事罰も科され

ており，Ｂ法人だから秘密漏えいが起こりやすいとは言えないという指摘や，不当関与

のおそれについては，代理人を特定せずに法人代理による特許等の出願自体は可能であ

るが，特許庁の運用として担当弁理士の明確化と面接時には代理人弁理士以外の者が審

査官等とコミュニケーションができないこととされているといった状況もあり，外国法

事務弁護士が特許庁に対して出願の代理人になることは実質的にあり得ないという指摘

などがなされているところでございます。 

 以上，このような要望書や意見書が出されたということが前回検討会以降ございまし

たので，事務局から御報告させていただきました。以上でございます。 

○松下座長 ありがとうございました。 

 ただいまの法務省からの資料１と２の御説明に対して，御意見や御質問などがござい

ましたら伺いたいと思います。どの点からでも，どなたからでもご発言をお願いいたし

ます。 

○岡田委員 すみません。 

○松下座長 どうぞ。 

○岡田委員 委員の岡田ですが，資料１の弁理士会の要望書に関して，今までお聞きして

いる不当関与の懸念と機密情報の流出の懸念に関する，１項，２項については若干トー

ンとか表現が変わっていますが，今までと比較的同じ議論なのかなという理解をしてい

るのですが，３項のところが今までお聞きしたところに若干付け加わったところがある

のかなという理解をしています。それはＢ法人となるとより外部から見えにくくなると

いう，これもたしか前，弁理士会の方がここに来られて御説明をされたところだったの

で私もよく覚えているのですが，その後，３項の下から３行目のところなのですが，Ｂ
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法人の導入と職務経験要件の緩和によって海外の大手法律事務所による職務経験の浅い

外国法事務弁護士の日本への大量参入が容易になり，上述した２つの懸念，すなわち不

当関与の懸念と，技術情報流出についての懸念がこれまでとは桁違いに増加すると予想

されると，このあたりが今回新しいところのように拝見しました。これについては何か

お聞きになっておられますか。私も初めてこのあたりを見て，どういうふうなお考えで

こうおっしゃっているのかをちょっとお聞きしたいなと思ったのですが。 

○松下座長 事務局で何か情報はお持ちでしょうか。 

○岡田委員 ごめんなさい，弁理士会ではないので，ここに来られていないのでお聞きす

るのは不適切なのかもしれませんが。 

○松本官房付 事務局法務省でございますが，この要望書につきまして，その行間や趣旨

などについて詳しくお伺いするというところまではしておりませんので，読んでいただ

いたとおりの，書いてあるとおりのことについて懸念されているということなのだと思

います。 

○岡田委員 これって，そうすると弁理士会の方は，若い弁護士の職務経験が浅いとこの

ような２つの懸念が問題になってくると，こういう問題意識なのでしょうかね。別の見

方をすると，弁理士会の方は職務経験がやはり倫理担保として非常に重要だと，それが

緩和されるとこのような問題が起き得るのではないかという問題意識を持っておられる

ということですかね。 

○松下座長 弁理士会の方はいらっしゃらないのでちょっとわかりかねます。 

○岡田委員 すみません。 

○松下座長 文字面どおり読むとこの３項の「しかしながら」のあとの１文は，第１と第

２の懸念がＢ法人の導入と職務経験要件の緩和によって桁違いに増加するという，そう

いう書きぶりにはなっていますね。 

○岡田委員 わかりました。とりあえずちょっと何か情報をこのあたりでお持ちだったら

お聞きしたいなと思いましたので，はい。 

○松本官房付 特段行間を埋めるような情報までは持ち合わせていません。 

○岡田委員 どうも。 

○松下座長 確かに岡田委員のおっしゃるとおりで，議連宛ての要望書と多少出入りがあ

るようで，第２項の「意図せぬ」ことは議連宛ての要望書にはなかったと記憶していま

す。また，第３項のところに職務経験要件の緩和という要素が加わったのも，議連宛て

のものにはなかったのではないかと思います。 

 今の点でもほかの点でも，いかがでしょうか。 

 資料２の企業内弁理士の会というのは，任意の組織というか団体だと理解してよろし

いのでしょうか。 

○松本官房付 はい。これにつきましては，この後のヒアリングで久慈専務理事からも簡

単な御説明をいただけると思っております。 

○松下座長 なるほど。 

 どうぞ。 

○レブラン委員 委員のレブランですけれども，組織については，この企業内弁理士会の

メンバーは弁理士会にも入っているという状態ですか。 
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○松本官房付 はい，そういうことになります。 

○松下座長 はい，どうぞ。 

○加藤委員 委員の加藤でございます。岡田委員がおっしゃるとおり，弁理士会からの意

見書の３番目の項目で，弁理士会は今までもＢ法人の導入については反対ということを

述べられていたかと思うのですけど，職務経験要件の緩和についても懸念を示されてい

るというのは新しい話なのかなとお見受けいたしました。どうもこの文書を読む限りで

は，職務経験要件の緩和によって職務経験の浅い外国法事務弁護士の方が大量参入する

と懸念が増加するということのようですけれども，そうだとしたら,職務経験の浅い日本

の弁護士，弁理士はどうなのだというところもあり，外国法事務弁護士だから懸念が増

加するとは，言いにくいのではないかと思われ，この意見には賛成できないと思いまし

た。 

 ただ，一方で企業内弁理士の会からの御意見については，こういった御意見もあると

いうことで，弁理士会の中でも御意見はさまざまなのだなということもよくわかりまし

た。 

○松下座長 そうですね。 

 はい，どうぞ。 

○﨑村委員 委員の﨑村ですが，この要望書の２について読んでいてまた少し憤慨してし

まったのが，日本の弁護士は守秘義務を守るけれども，外国法事務弁護士は外国に帰っ

たらどうなっているかわからない以上というのは，ちょっと受けとめかねる意見であり

まして，では，外国人は細心の注意を払わないのかと，守秘義務は外国に行ったらない

のかと，そんなことはどの弁護士業務でもないと思いますので，ちょっとこれは受けと

めかねる意見ですね，２番目は。それはアメリカでもイギリスでも中国でもみんな同じ

だと思いますけれども。というか，あらゆる国でそうだと思います，守秘義務というの

は。 

○松下座長 意図せぬというのは，わざとではないのだけどという意味があるのかもしれ

ませんが，それがどういう意味を持つのか，いろいろな読み方があり得るところだと思

います。 

○﨑村委員 日本人の外国法事務弁護士もいるので，必ずしもそうではないのですよ。 

○松下座長 どの点でも，どなたからでもいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○レブラン委員 委員のレブランですけれども，資料１の要望書の３に関しては，Ｂ法人

を許すと外国法事務弁護士が大勢で日本に来る,という前提には，ちょっと異議がありま

す。そんなに簡単に大手事務所が大勢の新しい弁護士を日本に異動させることはちょっ

と想定しにくいと思います。 

○松下座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○中西委員 私も要望書，資料１の３に関してですけれども，これはＢ法人の導入に反対

する要望書なのですから，職務要件の緩和というのは別の話なので，それに対する懸念

だったらその職務要件の緩和に反対するという別の要望書を出すべきです。そうすると

結局Ｂ法人の導入に対する反対意見の理由としては１と２だけに尽きるのではないかと

思いますので，議論の仕方が整理されていないのではないかと思いました。 
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○松下座長 ありがとうございました。はい，どうぞ。 

○亀井委員 亀井でございます。資料１に対する意見を述べてもよさそうな雰囲気ですの

で申し上げますと，弁理士会として多少表現を和らげられたつもりなのでしょうけども，

非常に残念な内容だというのが正直な感想です。とりわけ，ずっと言っておられる，前

回改正からも言っておられる不当関与に関する懸念というところは，これは何の理由も

なく懸念があるのだとしか言っていなくて，これは何をやっても払拭できない懸念なの

だろうと思うのです。そうすると，こういう意見のために法改正が止まるとか，ここで

行われた議論が無意味になるというのは非常に残念だという気がします。ほかに書かれ

ているところも非常に論理性がなくてとても残念だと思います。 

 以上です。 

○松下座長 ありがとうございました。はい，どうぞ。 

○柳委員 柳ですが，私，今回委員になったばっかりなので短期間に資料をたくさん読ん

だのですが，この弁理士会から出てくる紙というのも，これで何通り目かで，大分変遷

があるのですよね。ただ，それでどうなのかなと思って見ていて，先ほど岡田委員から

指摘があった３番の職務経験要件の緩和という話とは，今回初めて入ってきているので

すね。それで，これだけで何を言いたいのかというのはちょっとよくわからないところ

もあるのですけれども，Ｂ法人制度が，立法の過程に入ってからずっとここまで実現し

ていないというこれまでの経緯も踏まえると，やはり職務経験要件の緩和ということも，

もしかすると反対意見が出るかもしれないという可能性がここで少し出ているわけなの

ですね。ですから，確かに論理的にまたちょっとどうかというところはあるかもしれな

いけれども，今後変遷してだんだんブラッシュアップされる可能性というのはあるわけ

で，それほど軽視できない中身なのかなと思って読ませていただきました。これに対し

て特に意見ということではありませんけれども，注意したほうがいいのかなと思った次

第です。 

○松下座長 ありがとうございました。 

 では，資料１と２についてはおおむねよろしゅうございますか。 

 もし必要ならまた後に戻っていただくとして，それでは，議事次第でいうと今度は４

になりますけれども，本日は，日本経済団体連合会及び日本知的財産協会の方々からＢ

法人制度についてのプレゼンテーションをお願いしたいと存じます。本日は，日本経済

団体連合会から，常務理事でいらっしゃいます阿部泰久様にお越しいただいております。

また，日本知的財産協会からは，専務理事でいらっしゃる久慈直登様にお越しいただい

ております。お二方，どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は，まず阿部常務理事から御説明の後，引き続き久慈専務理事から御説明をいた

だきたいと思います。お二方からの御説明の後で，委員の皆様からの質疑のお時間をと

らせていただきます。それでは，早速ではございますが，御説明をお願いいたします。 

 では，阿部常務理事からお願いいたします。 

○阿部常務理事 経団連常務理事の阿部でございます。 

 昨年５月の，第３回の検討会にもお招きいただいております。その際，私から経団連

の主要会員企業，具体的には経済法規委員会の企画部会メンバー四十数社の意見をもと

に，かなり大胆なことを申し上げたかと思っております。 
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 その中身としては，職務経験要件はそもそも要らないのではないかという話，あるい

は国内での労務提供期間についても，特に気にしていませんという話を申し上げたかと

思っております。ある意味で，これ以上の規制を行うということがそもそもおかしいの

ではないかというところから議論をさせていただいております。 

 今日は混合法人についてということでございますが，率直に申し上げましてまだこの

ような議論をしていたのですかというのが正直なところでございます。御承知のとおり，

平成２１年の研究会の報告書でＡ法人，Ｂ法人と並べて示されました。そのときには次

の改正では両方とも実現するのかなと思っておりましたら，平成２６年改正のときには

Ａ法人だけでＢ法人は取り残されてしまいました。そのときの理由も説得的とは言いが

たい理由だったかなと思っているわけでありますが，私どもの立場といたしましては，

混合法人，Ｂ法人にしても広く認めるべきだということでございます。 

 理由は幾つかございますが，例えば今既に組合形態の共同事業ということで幅広く大

手の英米系の事務所も進出しておりますが，何か特段に問題が起きたという話は聞いて

おりません。では，この共同事業のままでいいではないかという議論もあるかと思うの

でありますが，共同事業ですといわゆる支店を出せません。何も法務サービスが必要な

のは東京だけではございませんので，全国各地にそれなりの拠点があれば便利だという

ことでございます。全国津々浦々で日本法，外国法を併せました総合的なリーガルサー

ビスが提供できるような仕組みということで，Ｂ法人についてはぜひとも認めていただ

きたいなと思っております。逆にＢ法人を認めると何か困るかというと，資料１にござ

いますように日本弁理士会の意見書というのは単に競争が厳しくなることへの懸念かと

思っておりますので，そういう意味では資料第２の企業内弁理士さんの意見であります

とか，あるいは知財協の御意見に私どもは全く賛成でございます。 

 あえて申しますと，そもそもなぜ弁護士が弁理士をできるのかというところには若干

の疑問はあるわけでございますが，それはまた別の問題でございますので，今回，いわ

ゆる混合法人，Ｂ法人を認めるということであれば，平成２１年の研究会の報告書に戻

りまして制度設計を行った上で，速やかに法改正も実現しなければと思っております。 

 そもそも私どもの会員企業のような大手でございますと，いわゆる法律案件あるいは

特許の出願も国際的になっております。特に特許というのは日本だけで取得していても，

同時に世界の主要国でも取得しなければ意味がございません。日本の，特許事務所，あ

るいは弁理士にそういう力があるかというと，おそらくないでしょうということでござ

います。 

 もちろん大手の渉外の特許事務所等も見受けられているわけでございますけども，基

本的に日本の弁理士あるいは特許事務所には頼めないから国際的な大手の力を借りる，

あるいはお願いするというのが今の日本企業のスタンスなのであります。仮にＢ法人が

認められないということになりますと，そもそも特許出願の中心を日本から海外に移す

ということになり，現にそういう動きはございます。アメリカやヨーロッパあるいは場

合によってはシンガポールあたりに知財戦略の本部を移すみたいな話も出てきかねませ

んし，現にそういう会社はあります。そういう意味では，早く日本で幅広くＢ法人の仕

組みを認めていただければと思っております。 

 あとは，これからの議論でありますけど，今の弁護士法人あるいはＡ法人，Ｂ法人の
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間で幅広く再編・合併等も認めていただけるような仕組みも是非とも必要かなと思って

います。現在はそれぞれ独立した別の制度でございますが，使い勝手をよくするために

はそれぞれの制度間で再編ができるようなことができれば，本当に１つの仕組みで全部

収まるような形にするのが究極の姿かなと思っております。 

 最後に，今回の弁理士会の御意見について，もう少し詳しく申し上げます。まず不当

関与に関する懸念ですが，これは法律違反を犯すかもしれないと言っているわけであり

まして，それならそもそも日本の弁理士であっても同じではないかということでござい

ます。理屈としては言いたいことはわかりますけども，法律論ではないかなと思ってい

ます。意図せぬ技術情報流出についての懸念も同じような話かなと思っています。当然

でございますが弁護士，弁理士は守秘義務を課されておりますし，これを破るというこ

とは法律を破るということでございますので，外国から来る人たちは法律を破るかもし

れないからけしからん，だめだと言っているのに等しいのかなと思っています。そうい

う意味では，この弁理士会の御意見は，残念ながらあまり考慮するに当たらないものか

なと思っています。むしろ資料第２にございます企業内弁理士の御意見，弁理士会の中

でもこういう御意見はちゃんとあるのだということに感服いたしましたし，これから知

財協の御意見を伺いたいと思いますが，まさに経団連の立場あるいは経団連会員企業の

立場と全く同じでございます。速やかに混合法人についても法改正をしていただいて，

幅広くリーガルサービスを受けられるような環境をつくっていただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○松下座長 どうもありがとうございました。 

 それでは，続きまして久慈専務理事から，よろしくお願いいたします。 

○久慈専務理事 日本知的財産協会の専務理事をしております久慈と申します。よろしく

お願いします。 

 資料３－１を御覧いただきながら御説明いたします。上のほうが結論でして，結論は，

日本企業はグローバル競争に向けて急速に国際特許出願を強化しており，それをサポー

トする方向が望ましいということでございます。Ｂ法人がそれに役に立つかどうか，そ

れはこの後述べますけれども役に立つと考えるので賛成するというのが結論になってい

ます。 

 とはいえ，現実をしっかり見ることが大切で，弁理士会がなぜこういうことを言って

いるのかという動機を考えてみると，参考として小さい字で書きました特許出願件数の

変化があります。日本出願件数は２００５年の段階で４２万７,０００件です。それから

１０年後は３２万５,０００件，１０万件ぐらい減っています。これ以上減るかどうかと

いうのは現時点ではわかりません。ただ前に戻ることはないと思います。この件数で弁

理士の数が，２００５年は５,０００人ちょっと,２０１４年は１万１,０００人になって

います。計算の速い方はおわかりになると思いますけれども，弁理士１人当たりの出願

の取り分，割り算すればいいのですが，この１０年で３分の１という計算になります。

このうち，外国からの出願というのは，外国企業なり外国の大学が最初に外国に出願し

てから，それをもって日本に出願するというパターンのものです。それも日本の弁理士

が出願手続をしますが，これは６万件ということで変わっていない。この６万件の，つ

まり外国に最初に第１国出願して，それを日本に持ってくるパターンがＢ法人により影
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響を受けるかどうかというのはわかりません。しかしこういうことが本当は考えなけれ

ばいけないポイントだと思います。 

 ＰＣＴ出願というのは国際特許協力条約に基づく出願ということで最初に日本に出す

のですが，ある期間を経てから，例えばアメリカとかイギリスとかドイツとかそういう

国を指定していきます。ですから，件数が日本の出願件数と１：１で対比できる数字は

なくて，ファミリーの起点になるような数字なのですが，それが２００５年は２万４,

０００件，２０１４年は４万１,０００件になっており，この急速に増えているというこ

とが，日本に出願するのを減らして世界中に増やしているという状況を示しています。

そうするとここは配慮しなければいけないポイントの１つだろうと思います。公平感で

もってＢ法人を作ったほうがいいと想像上で言うのは楽なのですが，弁理士の現在と将

来の仕事のあり方なことを考えながら，検討すべき問題と思います。 

 １としてまとめた意見ですが，日本企業が日本出願を減らして外国出願を増やしてい

るのは，知財の争いが世界のマーケットでより熾烈になっているためです。日本企業同

士は事前に交渉する環境が整っているため知財訴訟件数は少ないのですが,日本出願を

ベースにして外国出願しますので，日本出願時にもう既に外国の訴訟を併せて検討しま

す。Ｂ法人の場合には１法人ですから日本出願と外国出願と外国訴訟まで一連の案件と

して考えることができるというメリットはあると思います。 

 私自身は今の仕事になる前はホンダにおりまして，そのように考えておりました。し

かし共同事業が既にあって，それにＢ法人ができたとしても大きな変化はないと思いま

す。ただＢ法人の支店が地方都市に開設されれば，そこでのメリットはあると思います。

知財協の会員は大体１,０００社ぐらいあるのですが，３分の２が首都圏で，あとの３分

の１は首都圏以外です。その３分の１の企業にとっては地方都市に支店ができれば，そ

れはそれで楽にはなるだろうなと思います。 

 ２番目に，秘密情報の漏えいリスクは，Ｂ法人だから大きくなるということは全くな

いと思います。グローバル展開をしている日本企業には外国人社員も多くいます。目の

前で彼らが仕事をしているわけで，秘密情報の漏えいリスクは注意が必要なのですが,

ところが代理人に依頼をしながら漏えいリスクがあるかというと，それは全く考えられ

ません。プロを信用しなくてどうするのだということです。また，代理人には一部の業

務を委託するのであり，その業務の範囲でしか情報を出しません。グローバル展開をし

ている日本企業には外国人社員も多いので，社員も代理人も国内外問わずに彼らの力を

フルに活用できるのが国際競争力としては重要だと思います。 

 ３番目に，人材育成という観点で考えると，Ｂ法人で海外の代理人と一緒に業務を行

う人たちが増えれば，国際競争の場で活躍する日本の弁護士，弁理士は増えるだろうと

思います。これは重要な点で，知財訴訟を海外でやるときに日本人の弁護士，弁理士の

セカンドオピニオンなりサポートが受けられるかどうかという点は非常に重要です。こ

れはいかに企業のベテランであっても，各国の訴訟手続や判断の仕方をそんなに分かっ

ているわけではないので，そこで国際的な日本の弁護士，弁理士から，ここはこうすれ

ばいいんだと，この請求書は吹っかけられているからこれはちょっと違うのだとかそう

いうのも含めて，サポートしてくれる人が非常に役に立つと思います。やはりちょっと

少ないと思います。委員の皆さんは，専門家の方々なのでお分かりになると思いますけ



10 

 

れども，ここでサポートができる人が増えることがこれからの日本の企業の国際競争力

にとっては重要な点だと思います。Ｂ法人も共同事業も，そのチャンスの１つだと思い

ます。 

 弁理士会の意見書の最初の動機はこういったことを議論してほしいのではないだろう

かと思いました。私自身はＢ法人には賛成であるとしましたが,いろいろな配慮が必要で，

これがこの先の日本の国際競争に役に立つかどうか，そのためにはどういうステップで，

何時やればいいか，少し準備期間が必要じゃないかとか,いろいろな視点で考えていただ

ければと思います。 

 次のページについて，簡単に言いますと，日本知的財産協会というのは１９３８年に

設立されて，もうそのころから日本企業の知財というのはグローバル競争をやるのだと

いう姿勢です。正会員が９４０社と書いていますが，正会員の特許出願は日本全体の８

０％以上を占めています。世界でいうと，大体２割を日本知的財産協会の正会員が占め

ています。 

 そこで，これから先，日本出願はどうなるか，国際出願はどうなるか，訴訟をどうす

れば有利に戦えるか，そういったことを考えながらこの意見を作成いたしました。 

 以上でございます。 

○松下座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの阿部常務理事，久慈専務理事からの御説明につきまして，御質問等がござ

いましたら，どなたからでも御発言をお願いいたします。 

○大村委員 大村ですけども，先ほどお二方の御意見を聞いておりましても，やはり基本

的な方向性としては，日本の国際的な発展ということを考えながら，大きな視点で今後

報告書を取りまとめる必要があるのかなと思います。やはり弁理士会の会長名で出され

ているところは，これは公式な御意見なのかもしれませんが，その立場上もあるのかも

しれませんが，どうしても業界利益の代表，代弁みたいなところが入らざるを得ないで

しょうから，それはそういうものとして，先ほどの御意見のように一定の配慮は必要な

のでしょう。具体的にどういう配慮があり得るのかというのはなかなか難しいように思

うのですが，それはそれとして大きな方向性は，この検討会としては失わないようにし

なければいけないのかなと感じました。 

○松下座長 ありがとうございました。 

 阿部常務理事と久慈専務理事のご説明で，Ｂ法人固有のメリットとして共通して挙げ

られるのは，支店が作れるというところでしょうか，共同事業と違うＢ法人の固有の意

味です。 

○久慈専務理事 大きくはそうだと思います。 

○阿部常務理事 よろしいですか。経団連の会員企業は，基本的には東京に本社を置く大

企業が多いので，現状は共同事業だけで十分事は足りていると言いたいところですけれ

ども，やはり関西圏あるいは中部圏，九州などでも，それなりに需要があるはずですし，

現にあります。そういう意味では，大手の共同事業が地方，地方というと失礼ですけど

大阪ぐらいにしかないのですよね，東京のほかには。あとはみんな東京でありまして，

名古屋にもない，福岡にもないという状況でございます。そういう意味では，Ｂ法人，

混合法人制度であればそういうニーズがあるところに拠点が置けるということで便利に



11 

 

はなるかなと思います。 

○松下座長 いかがでしょうか。 

 久慈専務理事が指摘された人材育成という視点は，この検討会ではっきり出てきたの

は今回が初めてかなと思いました。 

 いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

○松本官房付 事務局でございますが，もし差し支えなければ，先ほどの企業内弁理士の

会からの意見書がございましたので，久慈様におかれまして，企業内弁理士の会につい

て簡単に御説明を頂戴できますと幸いでございます。 

○久慈専務理事 弁理士には，弁理士試験を受かって独立開業といいますか，特許事務所，

法律事務所に入る弁理士と，それから企業の中でもいろいろな知財の手続がありますの

で，企業に入り弁理士としての仕事をするという人もいます。その企業の中の弁理士は，

独立して仕事をしているわけではなくて企業組織の中で指示を受けて動いている存在で

すから本質的には企業人です。ですから企業内弁理士の会の意見私の意見とほぼ同じに

なっていると思います。ここでの企業内弁理士の会というのは，日本知的財産協会の中

で弁理士の資格を持っている役員，それから執行部に入っている人たち，そういった人

たちにお願いして１つの組織を作りました。弁理士会の意見はどちらかというと弁理士

自信の問題に力点が置かれると思いますが,それとはちょっと距離を置いて，弁理士であ

りまた企業人としてこの先の日本企業にとっての知財をどう考えたらいいのかという意

見です。それが企業内弁理士の会という存在で,日本知的財産協会を会合の場所としてネ

ットワークを作り動いているということでもあります。 

○松下座長 人数はどのくらいでしょうか。 

○久慈専務理事 委員長レベル以上ということで声をかけての集まりですから数十名とい

うレベルです。弁理士の資格を持っている人たちは１万１,０００人いるのですが，２,

０００人以上が企業に所属しています。その２,０００人を組織するということではなく,

日本知的財産協会の中での有志が集まったということです。 

○松下座長 なるほど，分かりました。ありがとうございました。 

 今の点でもほかの点でも，よろしゅうございますか。 

 お話自体は非常に明晰だったので，特に疑問がないということであれば，ここで本日

のヒアリングは一区切りとさせていただきますが，よろしゅうございますか。 

 それでは，各団体の皆様におかれましては，御多忙の中，本検討会におけるヒアリン

グに御協力いただきまして誠にありがとうございました。 

 それでは，最後に議事次第の６になりますけれども，検討会の取りまとめに向けて委

員の皆様に意見交換をお願いしたいと思います。 

本日の意見交換は２つのパートに分けて行いたいと思います。まずはＢ法人制度につ

いて御議論をいただき，その後で職務経験要件について議論をお願いする予定です。各

論点の時間配分につきましては，いつものことですが議論の状況を見ながら私の方で進

行させていただきたいと思います。 

 それでは，まずＢ法人制度について意見交換に移りたいと思います。事務局から冒頭

御報告がありましたとおり，Ｂ法人制度を巡る第９回検討会以降の動きとか，今行いま

したヒアリングのやりとりも踏まえて，Ｂ法人制度について本検討会の取りまとめをど
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のようにすべきかということについて意見交換をお願いしたいと思います。 

 冒頭御説明がありましたけども，御参考までにということで前回お配りした検討会取

りまとめ骨子案も席上に置いてございます。どなたからでも，どの点からでも結構です

ので御発言をお願いしたいと思います。Ｂ法人制度についていかがでしょうか。 

 御意見をと言ってもなかなか出にくいのかもしれませんが，おおむねＢ法人制度につ

いて認めるべきであるという方向については，今までこの検討会の中では御異論はなか

ったと認識して，この間で意見が変わりましたという方がもしいらっしゃいましたら。 

 そうすると，Ｂ法人制度については，御指摘の懸念に対してどう答えるのかというあ

たりでしょうか。 

○大村委員 よろしいですか。確かに今回の資料１にも出ている，また繰り返されている

懸念というのはあるのですけど，抽象的なレベルでの懸念が払拭できないという話をし

始めれば，それはこの世の中全てどこにでもある話でありまして，それを言っていたの

では話は前に進まないのかなと思います。前回もそうですし，今回も御意見の中で出て

おりましたが，きちんと専門職の団体の中での規律があり，そしてさらに罰則，刑事罰

も用意されていて，しかるべき対応はもう既になされていると私は思いますので，それ

以上はどの世界でもきっとどうしようもないのではないかなと思います。 

○松下座長 ありがとうございました。 

 先ほど，久慈専務理事からのお話でも懸念が抽象的なレベルにとどまる限り原理的に

払拭できないではないかという御指摘がありましたけども，抽象的なレベルでの懸念に

ついてはもう十分対応できているではないかというのが今の大村委員の意見だと思いま

す。 

○﨑村委員 この今日のお話でもそうですけれども，やはりＢ法人を導入することによっ

て外国人がどうするという話ばかりがわりと出ているかと思うのですが，前にも申し上

げたと思いますけれども，どちらかというと日本人の弁護士が非常に多くて，少し外国

人を持っているために外国法共同事業を今組まなければいけなくてＢ法人化できず，ま

た支店化できないといったような日本の事務所もあると聞いております。その場合は，

どちらかというとＢ法人制度を認めることによってその外国人がどうなるというよりは，

日本人の法的サービスがより地方でも展開できるようなるといったような観点もあると，

私は外弁協会の中で聞いておりますので，そういった意味からもやはり日本の弁護士，

弁理士の競争性を高めてよりよいサービスを日本中で展開していくということに対して

は，このＢ法人というのはあったほうが，いわゆるプレーイングフィルードを広げられ

るのではないかなと思っています。 

○松下座長 懸念がないという話とは別に，Ｂ法人固有のメリットというのが支店設立で

すね。 

○﨑村委員 はい。 

○松下座長 久慈専務理事のお話にもありましたが日本人の弁護士，弁理士にとってもそ

れはメリットの大きい話だという話ですね。 

○亀井委員 亀井です。これまでこの会で何回か皆さん御指摘をされていますし，私も指

摘したことがありますが，先ほど大村先生がおっしゃったように，やっぱり大きな方向

としてＢ法人を認めていくことが，まさに国益にかなうのだろうと思います。知財とい
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うのは法領域の中の一部ではありますけども，それ以上に様々な法領域の仕事があるわ

けですので，これが地方で支店という形で日本企業がサービスを受けられるというのは

非常に大きなメリットだろうと思います。弁理士会のお仕事が一部無くなるかもしれな

いという御懸念に対しては同情の部分がないわけではないのですが，それは国益という

と大層ですけれども，日本全体が受けるメリットからするとちょっと比較的小さい話な

のではないかと思います。 

 以上です。 

○松下座長 ありがとうございました。 

 議論の中身というか実質においてはおおむね今出たような話で，前回までもそうです

けど，方向性はおおむね皆さん一致しているのかなと思うのですが，取りまとめに向け

て御意見を伺わなければならないのは，弁理士会が示されている懸念について，取りま

とめの中でどう取り扱うかです。弁理士会の御懸念をフルに取りまとめの中に書いて，

それに対する対応策を書き込む，要するに全部盛り込むのか，盛り込むとしてどの程度

の扱いにするのか，このあたりについて御感触をいただければと思います。あるいは別

の角度ですけど，取りまとめの仕方について何か特段のコメントとか注文とかがござい

ましたら，これもまた是非お聞かせいただきたいのです。いろいろなバリエーションが

ありそうで，御懸念についてフルに書いて，それに対してフルにこの検討会の意見を書

くという書き方から，御懸念とは別にこの検討会で検討したことを書いて，懸念につい

ては扱い方を変えて，例えば活字のポイントを落とすようなイメージで盛り込むやり方

まで，いろいろなやり方がありそうですけれども，この点はいかがですか。 

○加藤委員 委員の加藤でございます。先ほどのお話で，弁理士会からの御懸念について

の意見で過去から変遷してきているところがあると，これは今回の１月から２月への意

見の変遷に限らず，過去からも意見の変遷があると伺っておりますので，今回，例えば

弁理士会の意見を全部載せて，それに対する反論を一つ一つあげたとしても，またそれ

とは違う切り口からという意見が出てくる可能性があるのではないかと思います。そう

いうイタチごっこのようなことをしてもあまり意味がないと思いますので，一つ一つ反

論というよりは，もう少し大きなくくりで，大きな考え方としてはこういう方向である

というようなまとめ方をしたほうがいいように思います。 

○松下座長 個別に逐一対応というのはあまり適切ではないのではないかということです

かね。 

○加藤委員 そうですね，抽象的にということではないですけど，一つ一つの反論という

よりはもう少し大きな内容の中で実質的に反論できているような形になるといいかなと。 

○松下座長 御意見の中身については皆さん大体一致していると思うのですが，取りまと

めの中でそれをどう扱うかというのは，実質をどう考えるかとはまた別の考慮が必要で

はないかなと思うのですけども，いかがでしょうか。今の加藤委員の御意見は伺いまし

たけど，ほかの委員の方の御意見も是非伺いたいと思います。 

○陳委員 加藤委員のお考えに賛成いたしますが，もう一つの関連で，それで中国の，あ

るいは日本は同じ，クライアントは神様であると，そういうような話がありますが，先

ほど経団連の方から，あと知財協会の専務理事の方から，ある意味では，ある意味じゃ

ない，そもそも企業の代表であると思います。この２つの企業の代表の機関の先生たち
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の御発言ではＢ法人に賛成しているというようなことは間違いありませんので，ですか

ら，いかにクライアントの，我々のクライアントはそちらにいらっしゃるので，いかに

重視しなければならないと思います。先ほど，また阿部さんの御発言もありまして，何

でまだこういう話を議論しているのですかと，実はこういうようなある意味はジョーク

で，ある意味では辛口の指摘がありましたので，我々のところではそれ以上議論すると

いうことは言葉遊びと思われるか，あるいは縄張りと思われるか，そういうこともあり

得ますので，是非とも，もう方針は決まりました，その方針をいかに実行するかと，そ

ういうふうに皆さんで一緒に力を合わせて考えていいのではないかなと思います。 

○松下座長 ありがとうございました。 

○亀井委員 亀井です。報告書のまとめ方ということでは，さきに弁理士会からのヒアリ

ングという形でも御意見をいただいていますし，そのときは出願の名義がどうのこうの

ということがあったと思います。それから，前回の自民党へ出されたものはとりあえず

置くとして，今回司法法制部長に出された意見書を正式に出されたものとして取り扱う

のであれば，これは丸無視するわけにもいきませんので，ヒアリングで出された論点と

今回出されている幾つかの御懸念というものを，一応それはそれとしてそういうものが

あったという形できちっと書いていただくことは要るかなと。これは，前回出された骨

子の中では１行の中へ収められておりますけれども，もう少しきちっと書いていただい

て，ただそれについて一々反論するということではないというのは，これは加藤委員が

おっしゃったとおりだと思いますので，全体の当会の結論の中でそれに対してやんわり

と反論するというか，こういう制度にしていくのだということを具体的に書いていくと。

不当関与の禁止等も当然仕組みとしては取り込まれるし，秘密情報の保護についても当

然義務があるのだということについてきちっと書くと。残るのが多分特許の名義がどう

のこうのという何回か前の議論だと思いますが，そういうところまで当会で何か提案を

するなりするかということは，ちょっとそこは難しくなるかなという気もしております。

特許庁とすり合わせられたところで何かそういう解が出てくるのか，何かここでは議論

されていない補足的な記述が要るのかなとちょっと思っております。以上です。 

○松下座長 どうもありがとうございました。司法法制部宛てというのは，実質はこの検

討会宛てと思いますので，この文書について触れないわけにはいかないと思います。し

かし詳細な個別の反論を書くというよりは，先ほどの加藤委員の発言と同じですが，逐

一細かく反論するというよりは，もう少しふんわりした書き方でということですかね。 

○岡田委員 委員の岡田ですけど，前もこの件が出たと思うのですが，正直言ってこの２

番目の，とりわけ技術情報流出の懸念というのは，やはり書き方に気をつけないと，い

わゆる我々を含めてプロフェッショナルが何かこういう倫理に反することを平気でやる

ようなニュアンスが出るという，これはこういう公の書類で何か恥ずかしいという印象

を正直持っています。そういう面で正面切って逐一というのは，控える配慮も必要かな

という印象を持っています。ちょっと言葉が不適切かもしれませんけど，本当にすごく

きちっと反論すべきものであれば，それはきちっと取り上げて反論するということも大

切かなと思うのですが，この内容の一部は，私はそういう配慮が必要かなという印象を

持っています。 

○松下座長 正面切って報告書の中に残してしまっていいのかということでしょうか。 
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○道次長 配付資料の扱いとしては，今日の弁理士会の御意見書はウェブにアップされる

扱いでは……。 

○松下座長 今回の資料は全部公開で，非公開にはしません。 

○道次長 はい，分かりました。 

○松下座長 冒頭で申し上げるべきでしたが，特段何も申し上げない限りは原則公開です。 

○﨑村委員 公開されるとは思いますけれども，多分おっしゃっていたのは，結局一番読

まれるのはこの私どもの報告書であろうから，その中である意味差別的な用語などが入

っているということで，もうちょっとうまくまとめられないかと，そういうご意見です

よね。 

○岡田委員 ええ。 

○﨑村委員 はい。 

○松下座長 大体よろしいですか。議論の実質とは別に，取りまとめの中でどう取り扱う

かについても，ニュアンスの差は若干あったかもしれませんがおおむね皆さんの方向は

一致したと思いますので，事務局の宿題ということで御工夫をいただくことにします。

Ｂ法人制度についての意見交換，どうもありがとうございました。 

 それでは，残された時間で，職務経験要件について意見交換をお願いいたします。前

回の検討会では，取りまとめに向けて非常に活発な議論を行っていただきました。前回

の検討会での議論を振り返りますと，職務経験要件のあり方について３つ問題があった

わけです。第１の問題が，外国法事務弁護士としての能力・資質・倫理を担保するため

に外国弁護士としての資格，原資格国での資格を有していることに加えて，何らかの制

度的担保が必要であるということです。 

 それから第２に，制度的担保の方策としては職務経験要件のほかに合理的な方策がな

かなか見当たらない，ということです。この２つについては若干異なる意見がなかった

わけではないと思いますが，大きな方向性としては，委員の皆様の間でも共通認識はお

おむね得られたのではないかと受けとめております。 

 その上で３つ目の問題ですが，現行形の職務経験要件の内容が合理的なものかどうか

という点につきましてはさまざまな御意見をいただきました。特に職務経験要件として

課されている３年という期間をどう考えるのか，また日本国内における労務提供につい

て，職務経験要件の年数への算入上限とされている１年という期間をどう考えるかとい

った点について，具体的な年数を伴う形での緩和案が複数示されたところです。 

 職務経験要件に関しては，本検討会でどのような結論を得るかについては，現時点で

も予断を許さないところだと私は拝見しておりますけれども，現行の職務経験要件を仮

に緩和すると，そして具体的な年数を伴う形での緩和案を示すということであれば，そ

の案を採用することとなった理由についても併せて示す必要があろうと思います。つき

ましては，本日の意見交換におきましては，委員の皆様から具体的な緩和案，要するに

数字を伴う緩和案を御提案いただくに当たって，なぜその案を支持されるのかといった

理由についても言及していただけますようお願いいたします。 

 それでは，どなたからでも構いませんのでご発言をよろしくお願いいたします。 

○柳委員 よろしいですか。柳ですが，今日から参加するというのに，今日意見も述べる

ということですから，結構大変だなと思うのです。資料をいろいろ読ませていただいた
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のですけれども，空気は読めていないというか，この職務経験制度というのは既存の法

律で規定されているものですよね。この制度を変えるということになりますと，それは

変える立法事実がそれなりに必要だと普通考えるのではないでしょうか。どういう必要

性があるのか，どういう立法事実があるのかということについて書いてあるとすれば，

この取りまとめ骨子案だと思うのです。何でこういう議論をするかというと，例えば制

度を緩和するにしたってその度合いを考えなくてはいけないわけです。どのぐらいの重

要性が，必要性があるのか，どのくらい緊急性があるのか，ということを考えた上で御

提案しなくてはいけないのですが，そこが書いてあるとすれば，この骨子案のどの辺な

のでしょうか。２ページの下から３ページの上あたりなのでしょうか。こういうことで

よろしいのでしょうか。 

 すみません，もし仮にそうだとすると，今回，この検討会を設置された目的というの

が，増加する国際的な法的需要を踏まえ，それに対応することが必要だということで，

その目的のためにこの検討会が始まったのだと思うのですけれども，そうだとすると，

結局ユーザーの需要に応えるには現状の職務経験制度には問題があって変えなくてはい

けないのだという話になってくるはずなのですが，ここにはユーザーの法的需要にとい

う観点から，どうしてもこれは変えなくちゃいけないということは書かれていないよう

です。ですから，どういう必要性があって，どのくらいの重要度があって緩和しなくち

ゃいけないのかということについて教えていただきたいのですけれども。 

○松下座長 もともとこの検討会は規制緩和の文脈で立ち上がったものであり，今柳委員

が御指摘のとおり，前回お配りした取りまとめ骨子案で言えば，その具体的な内容につ

いては２ページのおしまいぐらいから特に３ページの上のほうのあたりが，特に３ペー

ジの一番上の丸でしょうか，そのあたりが緩和の動機となっているということではない

かと思います。 

 どのくらいニーズがあるかは，なかなか定量的に示すのは難しいと思います。 

○柳委員 柳ですが，議事録などを読む限りは，ユーザーサイドからこの職務経験制度が

ネックとなって増大する法的需要に対応できていないではないかというような具体的な

主張なり立証なり，そういうものはなかったというように記憶しているのです。今回制

度を変えるとすると，ここに書いてあるサプライサイドといいますか，法的サービスを

提供する側からそういう方を入れたほうがいいですよねといった，そういう話で法律を

変えようということになるのですか。いや，もし規制緩和の観点からそれも必要なのだ

ということであれば，そういう観点から議論するということになるのでしょうけども，

その程度の必要性でもって一国の制度を変えるということになるわけですね。 

○﨑村委員 すみません，﨑村です。その程度のということではないと思います。なぜか

というと，今はこの制度の中でやりくりをしているというのが現状です。外国法弁護士

として，もう少し若い人などがこの国に入って法的サービスを提供できるようになれば，

それはそれで正直プライスにも関係してくると思います。その上で，もう少し多様な人

材のお客様への対応ということが可能になるとすると，今現状でやりくりできているか

らといってそれで満足するのではなく，よりよく日本を国際化して，その上で端的に言

えばより効率的なサービスをお客様に提供するには，これは考えるべきではないかとい

うのが１つです。 
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 もう一つ，もちろんサプライサイドからも非常に大きなニーズがあります。ここに書

いてございますように，切実に若い人を事務所に入れておけないというニーズはありま

す。それというのは，今はそれで私どもはもう少しシニアの人が前面に立つことでサー

ビスを提供しておりますけれども，そうではなくて，もう少し若いレベルでのサービス

でよいものは若いレベルで提供できるようになると，そういうふうにしたいとは思って

おります。 

○柳委員 柳ですが，よろしいですか。ありがとうございます。今，委員がおっしゃった

ことというのは，それも１つの立法事実であるかとは思います。ただ，ユーザーサイド

からの話というのは，普通は現行制度に何か問題があって，それで改正しなくちゃいけ

ないというふうな話なのですが，今の委員の御説明だと，この制度を入れるともっとよ

くなるというか，そういう話だとすると，それは制度の売り手側の口上といいますか，

このクリームを買うともっと肌がつるつるしますね，とかそういう話だと思うのですね。

私が聞きたいのは，このクリームを買う前提として，肌がかさかさしていますかね，と

いう話があるのかどうかということをお聞きしているのです。ただそれがないというこ

とであれば，それはそれで結構です。後から委員に入ってきているので，議論の方向性

としてちょっと確認したかっただけなので。 

○陳委員 陳です。具体的な例を申し上げます。外弁の資格を緩和することはいいことで

あると，クライアントのほうから，企業のほうからこういう要求があるという前提の話

です。では，外弁にいったい誰がなりたいのですか。日本と全く関係ない人は日本の外

弁を申請するのは少ないと思います。私の経験から言いますと，日本に留学して，例え

ば本国で学部を卒業して，あるいはそもそも高校卒業して日本に留学して，日本で大卒，

マスターを卒業して，日本はいい国，ここで法律の仕事をしたいと，そのため本国の資

格を取りました。しかし実務経験がありません，どうすればいいのですか。できれば日

本で働きながらその実務経験を得られるのが，一番理想です。今現段階では３年間が必

要です。３年間，中国，アメリカに帰りますと，誰が日本に戻ってくるのですか，戻っ

てこないですよ。だから緩和が必要です。できれば日本で働けば，今の時代が訴訟なら

自国に戻らなければならないですが，非訴訟の業務，特に企業法務はほとんどなのです

ね，我々外弁のところでは。だから日本にいてもちゃんと働いておけば認められればい

いと思っています。 

 もう一つ，私，前も言いましたけれども，越境のこと，日本で提供できなければ，な

らば中国でやります。メール１本で，テレビ電話１本で何でも解決できますよ。では，

日本では外弁の許認可は厳しいならもうそもそも申請しませんよ，外国でやります。そ

うすると，今現在の３年間の制限が形骸化になります。日本国外にいますので，管轄で

きません。本当に日本で申請して日本で働きたいこと，そういう人たちにとっては損に

なるだけなのです。こういう２つの意味で緩和が必要であると思っています。 

○松下座長 どうぞ。 

○亀井委員 亀井です。ユーザーサイドというお話がありましたので，この場で申し上げ

てきたことは，隣におられる経団連のお立場で大企業で言えば，大手の事務所さんの教

育システムがしっかりしているのでめったな方が入られていることはないと。そういう

意味でいうと職務経験要件というのは特になくても問題は生じませんという立場もあり
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ます。ただ一方で，全国津々浦々で起きるビジネスマター以外の法律問題も含めて考え

ると，それもニーズだとして考えると，何らかの一定の担保が要るのではないのかとい

う，職務経験要件が要るか，要らないかというところではそういう考え方だと思います。

では，実際に緩和が必要かというと，それは次元の違う話だと思っていまして，別に今

の３年・１年という組み合わせで緩和が必要かと言われると，ユーザーサイドでは，大

企業の立場ではそもそもなければいいという，なくてもいいという立場からすればそれ

は緩和になると思いますけども，必ずしもそうとは言い切れない。だから緩和が要るか

と言われると要るのかもしれませんし，要らないかもしれないということに過ぎないで

はないと思います。 

○柳委員 ありがとうございます。よくわかりましたので，それを踏まえて考えたいと思

います。 

○松下座長 今の柳委員の問題提起は総論的な部分のお話で，これはこれでもちろん非常

に大事なところです。しかし，それをにらみながら取りまとめに向けて具体的な御提案

もいただく時期だと思いますので，どうかよろしくお願いいたします。 

 前回は随分いろいろな数字の組み合わせが飛び交ったと記憶しておりますが。 

○陳委員 前回申し上げましたけれども，さっきの私の説明もありまして，それを踏まえ

て２年間，少なくとも今の３年間から２年間，これは我々の会では辛抱しないと，本当

にこの１年間何をしていると皆さんが言われると思いますが，２年間が絶対必要です。

そのうちに日本での２年間でもいいのですし，外国での２年間でもよいと，そういうこ

とを提案いたします。 

○松下座長 職務経験要件を３年から２年に短縮し，日本を含めて世界のどこかでの労務

提供の算入上限も２年とするということですね。 

○陳委員 そうです。 

○松下座長 そうすると，原資格国で自分の資格に基づいて仕事した経験がゼロであって

も，日本での外弁の資格を認めることがあり得るということですね。 

○陳委員 はい。 

○松下座長 職務経験要件の年数と，それから労務提供の算入上限を合わせるというのは

１つの考え方で，２年と２年というのはその１つの組み合わせの仕方だと思います。 

○レブラン委員 委員のレブランですけれども，前の委員会の会議で申し上げましたよう

に，私が思う現実的な問題は日本以外の経験が必要という点です。それは若い弁護士の

個人的なコストの負担で，キャリアの途中で何度か異動しなくてはならないし，それか

らエンドユーザーの観点からも，日本語堪能な外国人の弁護士が使用できない期間も出

てくるということ。そして事務所の観点からも，引っ越しするコストなどを負担しなく

てはならないのですけど，それは多分大したことないとしても，最終的にエンドユーザ

ーにある程度負担することになると思います。その観点からは，経験要件は減らさなく

ても海外の経験が必要という点を緩和できれば大変影響があると思います。 

○松下座長 それは，日本での労務提供期間の算入の上限を上げるということになります

かね。先ほどの２年・２年と同じようなことが１つの答えだということになるというこ

とですね。 

○レブラン委員 はい。 
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○松下座長 この検討会でも原資格国での職務経験を積ませるために，原資格国に１回は

戻らなきゃいけないのは負担だという御指摘は何回か出てきたところです。それに対し

ては，職務経験と労務提供とは本質的に違うのだからそれを合わせることは難しいので

はないかというご指摘は，反対側から出てきたのではないかと思います。引き続き具体

的な御提案を頂戴できればと思います。 

○岡田委員 委員の岡田ですけど，まさしく今お話が出たところですが，前からもいろい

ろあったと思うのですけど，もう一つ忘れてはならないことは，やはり職務経験という

いわゆる資格に基づく職務経験と，それからいわゆるトレーニーというのですか，資格

に基づかないでトレーニーと同じような立場での労務提供，これを完全に同一視すると

いうのですか，とってかわるようにするというのは，制度の趣旨からして大きく反する

のではないかと。ただ，それだけではなくて，例えば資格に基づく職務経験要件を必要

とする背後，背景というのは２つほどあると今まで議論されてきましたが，１つはいわ

ゆる能力担保といいますか，経験に基づく能力担保。もう一つは，何年かは別にしまし

てある期間，懲戒等を受けずに職務を全うされたと，こういうことが倫理感という観点

から，弁護士としてきちんと対応してこられたという意味での倫理担保になっていると

いう，この２つが理由としてそれなりの合理性があるのではないのか，おそらくそうい

うこともあって各国，全てはもちろんないのですが，それなりの国がそういう職務経験

要件を担保にして外弁制度を認めている場合がある。そういう観点からすると，全くト

レーニーと同じ立場の経験の労務提供でもって職務経験に完全にとってかえてしまうと

いうのは，やはり問題ではないかなと私は考えますけれども。 

○松下座長 そうすると，職務経験要件の年数と算入上限の年数は……。 

○岡田委員 全く同じにしてしまう，例えば３年・３年とか２年・２年とか多分いろいろ

今出たのかもしれませんけど，それは問題ではないかというふうに今申し上げたのです

が。 

○松下座長 固有の職務経験が年数は別にして必要だということですね。 

○岡田委員 はい，必要だと思います。このあたり，忘れてはならない視点があるのかな

と思うのですが，先ほどから大企業の話が出ました。ユーザーとしての大企業としての

いろいろな意見というのはもちろんあるのだろうと思うのですが，たしか第３回の委員

会であったと思うのですが，ユーザーとして大企業ではない，例えば個人，家族法とか

ビザとかそのあたりのことをやっておられる外弁の方のヒアリングのお話が出たと思う

のですが，そういう方の御意見は本国での職務経験というのは非常に重要なのだという

ことを強くおっしゃっていたと理解していますし，さらには，いわゆる大事務所にも働

いた経験もあるし，それ以外の経験もある方が，大事務所での若い弁護士のトレーニン

グの経験と，そうでない事務所でのトレーニングの仕方，やっぱりそれは同一視できな

い面があると，大分違うのだということもおっしゃっていたと思うのですね。だからや

はりこのあたりも考えながら，どこでどういうふうに考えるかというのは重要かなとは

思っています。 

○松下座長 これも前に出た御意見かと思いますけど，どういう事務所で労務提供したか

ということで区別はなかなか難しいということですね。 

○岡田委員 はい。そうですね，一国の制度を設けるので具体的な中身に入ってしまうと，
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今度は制度としての透明性がなくなってしまうと。だからそのあたりが制度設計をする

ときの難しさなのだろうと思いますが，今我々はそれをやろう，もう一度レビューしよ

うということをやっているのだろうと思います。 

○松下座長 具体的な年数とは別に，職務経験要件の年数と労務提供期間の算入上限の年

数は一致させるべきかという，数字の組み合わせとはまた別の次元での議論をしていた

だいていますが，もちろん数字についてのご提案をいただくのも結構ですし，職務経験

要件の年数と算入上限の年数を一致させるかどうかという点についても，なるべくいろ

いろな方からの御意見をいただきたいと思います。 

○柳委員 よろしいですか。柳ですが，私も今の岡田委員の意見と同じで，少なくとも議

事録を見た限りでは，第３回の議事録のときに，日本ではトレーニーという，日本では

外国の弁護士の方，外国法事務弁護士の資格のない方はトレーニーという位置づけにな

るわけです。あるいはコンサルタントみたいな位置づけなのですけれども，その方々は

リーガルプラクティスをやっていないという確認がされていたはずなのですね。ですか

ら，我が国における労務提供と，それと原資格に基づく職務とは，やはりその中身も違

うのです，やっている中身が。少なくとも一部の事務所では，それは大手の外国系の国

際的なネットワークのある事務所ではほぼ同じだという御主張もございましたけれども，

国内系の大手の事務所では，やはり明らかにそういう外国の方，外国弁護士の方がおや

りになる仕事と，そこでのアソシエイトの仕事とは違ってくるわけなのです。私もかつ

てそういう事務所にいましたが，仕事の内容は弁護士としての仕事，ロイヤーとしての

仕事ではないのですね。ですから，緩和するという前提の中でも，そこを一緒にすると

いうのは，ちょっと違和感があるなということを言わざるを得ないと思います。 

○﨑村委員 １点，お願いいたします。私は，皆さん御存知のとおり英国から来ておりま

すので，もともと職務経験の合理性について認めてはおりません。認めてはいないので

すけれども，この委員会においての方向性という意味では，いろいろな方がおっしゃっ

ていることもお聞きした上で，やはり幾つか論点があると思います。１つ大きな論点と

してあるのは，やはり２年間，日本国外で経験を積まないと日本での外国人弁護士登録

ができないというのは，今の外国法をしている事務所にとってものすごい負担です。実

際に外国以外での日本における経験をどのくらい使っているかとかいう統計もありまし

たけれども，前にも申し上げましたとおり，その２年間，外に行かなければいけないこ

とによって，もう登録を諦めてしまうという，日本に戻ってこない，そういった外国法

の弁護士がいるのは事実です。その上で，先ほど陳先生がおっしゃったとおり，今のご

時世，日本のユーザーというのは海外に直接連絡をとっていろいろリーガルサービスを

受けることも可能ですので，今の制度というのは日本に興味があり，日本において税金

を払い，日本において日本語で外国法のリーガルサービスを提供しようとしている若者

をピーナライズしているものだと思っております。ですので，そういう観点からすると，

どうしてももともと日本の弁護士は０年生でもリーガルサービスを日本法で提供できる

ことを考え，また外国法弁護士というのは日本法の提供ではなく外国法のサービスの提

供であるということを考えると，この３年というのを陳先生がおっしゃったように２年

にぜひ縮めてもらいたいと。それによって，ユーザーサイドとしてもよりバラエティに

富んだリーガルチームのサービスの提供を受けることができると思っております。その
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上で，どうしても外国での，本国での経験が必要であるとお思いなのであれば，私はそ

れは認めないのですけれども，もしそれをお思いなのであれば，是非２年から１年に短

くしてほしいと思います。２年間と１年間というのは事務所サイドからしたら大きな違

いがあります。１年であれば何とか人を引きとめておけても，２年だと引きとめておけ

ないという事情はあります。ですので，それに関してはぜひ，もしどうしても本国での

期間というものを設けるのであれば，ぜひ縮めていただきたいと思っております。 

○松下座長 今の具体的な数字としては，職務経験要件は２年で，労務提供期間の算入上

限が１年ということでしょうか。 

○﨑村委員 そうですね。 

○松下座長 仮に職務経験要件が必要だとすればという前提だというのは十分理解してい

るつもりですが，２年・１年という組み合わせですね。 

 先ほど来，具体的な御提案をいただく際には理由もということでしたけど，今の﨑村

委員の御説明ですと，３年・１年から２年・１年にすることで原資格国に戻らなければ

いけない期間が１年になって，質的に大分違うというご説明になるということですね。 

○﨑村委員 そうですね。 

○松下座長 質的に違うのだから，日本にとどまってもらえる場合が増えるのではないか

という御説明ですね。 

○﨑村委員 そうですね。 

○松下座長 いかがでしょうか。 

○上妻委員 よろしいでしょうか。 

○松下座長 どうぞ。 

○上妻委員 先ほど柳委員から確認があったように，今回の改正については取りまとめの

３ページの上のほうに書いてあるとおり，どちらかというとビジネスマター的な利便性

といいますか，あるいはサプライサイド側の合理性の追求といいますか，そのあたりが

非常に改正の動機としては強いと思われます。ただ,一方で職務経験要件が本来必要では

ないかと思われる点，現状の制度としてなぜ要求されているのかという点を考えると，

やはりユーザー保護といいますか倫理担保というところが大もとになっており，今回の

議論の幾つかで確認されたのは，ビジネスマター以外の個人的というか家族法的な取扱

いなどにおいては，そこが必要であり，さすがに否定できないだろうという雰囲気が支

配的だったと思う。この点，改正の動機と現状の法制が必要とされる理由とかマッチし

ていないので，どうしても意見がかみ合いにくいのかなということは感じました。 

 従前のプレゼンであったのだと思いますが，どうしても家族法的な，要するに個人を

相手にするような業務になりますと，そこはやはり本来の国での職務経験，資格に伴う

責任を持って行ったという部分がどうしても重要なのだろうと。そういう事情，実情も

あるということは確認できていると思っております。そうしますと，どうしても本国で

やる期間というのは，本来この制度的担保が必要だという理由からすると，どうしても

外せない部分というのはあるのだろうと考えています。 

 あとは，職務経験要件自体が３年をさらに縮めるべきなのかどうかという点は，前も

発言しましたように，ある程度決めの問題という部分もあるのかなと。実務家の感覚と

してというあたりで３年という意見もあったわけなのですけども，そちらのほうも，一
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方で国際的動向を踏まえて検討するとされているにしては，やはり３年以下というパタ

ーンがなかなか国際的にないものですから，ここの点をどう考えるか，なかなか難しい

なと，そこはさまざまな意見があると思うのですが，そういった点も踏まえて３年をど

うするかということは検討していただきたいなと思っています。 

 先ほど言ったような本国での資格に伴う責任を持った経験，これを日本での労務提供

で一定程度置き換えてはいるわけですが，それも従前の考えでは過半を超えない範囲と

いうあたりで何とか整合性を保つという考え方で来ていますものですから，そちらのほ

うはまず絶対的にゼロとするわけにはいかないだろうなと思ってはいるのですが，そこ

のバランスも考えて過半に至らない範囲というところは，私としてはちょっと動かせな

いかなとは思っております。若干抽象的ですが以上です。 

○松下座長 職務経験要件の年数と，それから労務提供期間の算入上限について，労務提

供期間が職務経験要件年数の半分を超えるのかどうかというご指摘ですね。 

○上妻委員 はい，そこははっきりしていると思います。 

○松下座長 そうすると，例えば３年・２年という組み合わせはないだろうということで

すね。 

○上妻委員 そうですね，私の考え方でいくと，そちらのほうはちょっと厳しいのかなと

いうイメージは持っています。 

○松下座長 例えば日本で２年，外国で１年というのはちょっとどうかということですか。 

○上妻委員 そうですね。ただ積極的にだめかという理由もなかなかなくて，順を追って

考えていくと何となくそんなところに落ち着いてくるというイメージですね。 

○松下座長 上妻委員のおっしゃるとおりで，年数それ自体が論理的に演繹されるもので

はないので，決めの問題という要素があるのは確かなのですけれども，しかし半分を超

えるのはどうかというのは１つの考えだと思いますので，１つの御意見として賜りたい

と思います。 

 いかがでしょう。 

○岡田委員 先ほどの意見と非常に近い延長線上の話で恐縮なのですが，先ほど言いまし

たように，いわゆる資格に基づく職務経験と，トレーニーのような資格に基づかない労

務提供ではやはり質的な違いがあるという，この違いというのはそれほど重要だと思っ

ています。それはやはり制度を設計する上での柱なのだろうと。そんなことを考えると，

私もやはり過半数を超えるという，いわゆる職務経験要件のうち過半数を超えて労務提

供期間を認めるというのは，ものすごくいびつな制度設計だなという印象を持ちます。

だからそういう面では，過半数を超えないということは，私はやはり絶対重要かなと考

えています。 

○松下座長 細かいことにこだわるようで恐縮ですが，半分を超えてはいけなというのは，

そうすると２年・１年はありだというご理解でしょうか。その２年・１年に賛成される

かどうかは別にして。 

○岡田委員 いや，正直言って私は，私自身の弁護士としての肌感覚から言うと，どれぐ

らいの職務経験があれば先ほどから議論した能力担保とか，それから倫理担保というの

でいいかなという感覚でいくと，やはり３年というのは本当に絶妙だなという印象は持

っています。ただ，それはまたいろいろな議論があるところなので，そこについては，
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私は個人的な意見は今申し上げたところなのですけど，そこをどうしていくかというと

ころは，一つ今日の皆さんの議論，今後議論していただくところなのでしょう。少なく

とも私は，やはり先ほど申し上げた過半数のところは重要視したいと思います。それと

やはり３年というのがほんとうは肌感覚としては適切なのだけど，ただやはりいろいろ

な議論がある中でどうするのかという議論なのかなとは思っています。 

○松下座長 例えばですが，３年・１年半という組み合わせもあり得るということですか

ね，１年未満の小数点をつけるのがいいかどうかはわかりませんが。 

○岡田委員 まあ，ありかもしれませんね。 

○松下座長 なるほど。 

○岡田委員 ただ，あまり考えていなかったのですけども。 

○﨑村委員 すみません，３年の絶妙性というところなのですけれども，正直申し上げま

して日本法の弁護士の先生方は０年で皆さんサービスを提供されているわけであって，

外国法であるからということで特に３年というのはどうかとは思います。ただ，１つち

ょっと例として申し上げたいのは，これも私は何回も申し上げていることなのですけれ

ども，例えばイギリスの資格を取るには，いわゆるトレーニーといって，その資格を取

る前に２年実務経験をした上で資格が初めて取れるということになっています。反対に

言うとイギリスの制度というのはかなり長年の間その２年というものを重要視してきた

ものと思っておりますので，必ずしも３年がというふうには私は思いません。 

○萩本部長 そのことについてちょっといいですか。 

○松下座長 どうぞ。 

○萩本部長 前回，私は，せっかくここで議論しているわけですから，ここでの結論がど

こに出しても持ちこたえるようなものに是非したいという希望を申し上げましたけれど

も，そのような観点から，今の最後の論点について一言感想めいたコメントをしたいと

思います。 

日本の弁護士の委員から繰り返し出ていますように，弁護士としての職務経験と資格

に基づかない労務提供とは質が違うのだという話，あるいはそれゆえに外国法事務弁護

士としての要件の職務経験要件を何年と定めた場合に，労務提供の期間がその過半数を

超えるのはおかしいのではないかという指摘，それらはどちらも分かる一方で，規制改

革などの文脈にそういった話を持っていくと必ず言われることは，そんなことを言って

いると，では，今の制度がおかしいということではないかと，こう必ず言われるのです

ね。というのは，３年の職務経験と言いながら，一方で１年については質が違う１年で

結構ですと，今の法律が言ってしまっているわけですから，先ほど来，日本の弁護士の

委員から出ている話をそういう文脈の席で法務省が言うと，おまえの言っていることは

矛盾していると，質が違うだ何だと言うなら，そもそも３年のうち１年はそれで事足り

るという現行制度がおかしいと言っているに等しいと，おまえの説明は自分の所管法律

が間違っていると，おかしいと言っているに等しいのだと，こう必ず言われるのです。

それになかなか有効な反論がこれまでできていないというのが正直なところなのですね。

ですから，岡田委員や上妻委員のおっしゃることも分かるのですけれども，その理屈が

通用しない相手もいるということを是非踏まえて，この後の取りまとめ，もう既に取り

まとめに向けた議論になっているわけですけれども，それを踏まえてどう考えるかを，
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是非引き続き御検討いただきたいと思っています。 

 逆の立場から開き直られてしまうと，現行制度が１年に限定してですけれども，いっ

てみれば資格に基づく職務経験と資格に基づかない労務提供とを同一視してしまってい

るわけですから，先ほど陳委員がおっしゃったように，いや，もう２年・２年でもいい

ではないかというのも，一方で言われてしまうのですね。何でいけないのだと言ったと

きに，いや，質が違うのだとか，過半数を超えるのは肌感覚に合わない，あるいはいび

つな制度だと言ったところで，いや，既に１年は認めているのに何を寝ぼけたことを言

っているのだと，こう言われるということは是非御理解をいただきたいと思います。取

りまとめの内容によっては必ずそういう矢面に立つことになりますので，それで持ちこ

たえられるかというと，今申し上げたことの繰り返しになってしまいますが，有効な反

論が少なくともこれまではできていないし，今後もできるのかというと，あまり自信が

ないというのが正直なところです。そこは是非御理解いただきたいと思います。 

○岡田委員 ちょっといいですか。正直言って，今の法務省の偉い方が現行制度に対して

そういうふうにおっしゃるというのは，私はすごく心外です。はっきり言って,３年のう

ち１年を認めるというのは，やはり１年，先ほどから議論しているように日本で働きた

いという人がいる，それは確かに考えなきゃいけない，そして日本でそのまま働こうと

する人たちにもそういう面で必要であろうと，そのあたりを先ほど言った職務経験と労

務提供は違うという考え方のもとに，そこをバランスしたのが３年・１年の話であり，

そこはすごい筋が通っている話でしょう。そうじゃなかったら３年・３年が当初からあ

ってしかるべきなわけで，３年のうち１年を認めているというのは，まさしくそういう

制度設計なので，それは全然どこへ持っていってもおかしくない議論だと私は思います

けど。 

○松下座長 今の萩本部長も引用でおっしゃったのですけども，今日机に配っていただい

た前回の資料の４ページの（２）の２つ目の丸ですね，これがどのくらいロジカルに説

明できるかというのは外向けには難しいのだというのが今の萩本部長のお話と理解しま

した。４ページの（２）の２つ目の丸には，１行目には「本質的な違い」という言葉が

あり，２行目にはしかし「一定の同質性が認められる」と，この説明ですね。 

 時間にはなっているのですが，取りまとめに向けて具体的な御提案があるということ

であれば是非伺いたいと思います。 

 この後の議論が終わったら次回以降の進め方について御説明いただきますが，少なく

とも今日で最後ではないのですけども，しかし御意見があれば是非お願いします。 

○中西委員 では。職務要件を課すというのも規制の一種で，経済活動の自由に対して規

制をかけているわけですので何らかの理由が必要だと思います。先ほどから出ています

ように能力の担保か倫理の担保かということですが，既に指摘がありましたが，倫理の

担保につきましては誰と比べるべきかというと，日本の司法試験に合格して修習を終え

て最初に登録しようとする弁護士と比較すべきでありますから，そうすると，それを超

えた倫理の担保を職務要件ですることは，本当は理由にならないのではないかと思いま

す。残るのは能力担保なのが，これも原資格国においては資格を持っているわけですか

ら，本来はそれ以上に職務用件は要らないのではないかなと思うのです。しかしながら，

以前に話がありましたように，各国様々な法曹資格の取得の仕方があり，大学法学部卒
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業だけでよいとかまでいろいろあるので，そういうことも考えて何らかの能力担保を職

務要件という形で求めるというのは，少し譲って，あってもいいのかなと思います。た

だ，職務要件を求めるとして，ここから先はアバウトな提案ですけれども，私は，１年

ぐらいで十分なのではないかなと思います。日本の弁護士もせいぜい，司法試験に合格

して修習に１年行って，それで登録できるわけですので，それと同じ程度で十分なので

はないかなと思いますが。 

○松下座長 職務経験要件の年数が１年だけということでしょうか。 

○中西委員 １年で十分なのではないかなと思いますが，皆さんとは全然違うということ

は理解しております。一応，意見として出しておくということに過ぎません。 

○松下座長 具体的な数字は幾つか出てきたわけですが，また抽象的な考え方についても

大体ご議論が出たと思いますが，時間も過ぎておりますので，特にさらにつけ加えたい

という点がございましたら伺いたいと思います。 

○﨑村委員 すみません，私の先ほど申したことにちょっと補足いたしますと，私が先ほ

ど申し上げたのは，例えば職務経験全体を２年で海外を１年と申し上げたわけなのです

けども，今先生がおっしゃったように１年として，海外をそれ全部１年ということでも

似たような結果ですので，それはもちろん私としてはありです。 

○松下座長 １年・１年にしてしまうと外国に戻る必要がなくなるということですね。 

○﨑村委員 海外１年ということです。海外１年・日本０年でも，全体２年のうち海外１

年でも結果的にはわりと似ていますので。 

○松下座長 なるほど，そういうことですか。 

○レブラン委員 委員のレブランです。その提案にも賛成できるということでございます。 

○松下座長 それでは，私の不手際で時間が少々過ぎておりますので，本日の御議論はこ

こまでとさせていただきたいと思いますが，よろしゅうございますか。ありがとうござ

います。 

 それでは，最後に次回の予定につきまして，事務局からお願いいたします。 

○松本官房付 次回は，委員の皆様からいただいた御意見を反映した取りまとめ案を，事

務局からお示ししたいと思っております。また，併せまして，Ｂ法人制度につきまして

は，日本弁理士会から寄せられた懸念に対する何らかの対応ができないかということに

つきまして，関係省庁と協議を継続しております。本日までに間に合わず，申し訳ござ

いませんでした。引き続きその協議を継続しまして，結果を次回は御報告させていただ

けたらと思っております。それらを踏まえまして，委員の皆様には検討会の取りまとめ

に向けた更なる意見交換をお願いしたいと考えております。 

 次回検討会の日程につきましては，追って事務局から日程調整の御連絡をさせていた

だきます。 

 本日はありがとうございました。 

○松下座長 どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


